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京都市避難所運営マニュアル改定に向けた

第 2回
避難所運営マニュアル改定検討会

避難所運営マニュアル（素案）について



2

在宅避難者等への支援についての考え方を追記

スフィア基準への対応について具体的に記述

避難所運営の負担軽減に向けた考え方を追記

スフィア基準への対応について具体的に記述

導入文 「災害関連死ゼロ」を目指して、避難された方々が安心・
安全で尊厳ある避難生活を送れるよう、ＴＫＢ（トイレ・
キッチン・ベッド）を確保

14p. 発災当初は受入れ優先。避難所運営が落ち着いた段階で、
１人当たり３.５㎡の居住スペースを確保

15p. 段ボールベッド等を活用(要配慮者を優先）

27p. トイレは20人に1基確保し、女性用と男性用を3:1に

34p. 炊き出しや食品の供給を行うNPOや飲食事業者等と連携
体制の構築し、温かい食事を提供
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3p. 在宅避難者等への支援について

在宅避難者等への支援についての考え方を追記

避難所運営の負担軽減に向けた考え方を追記

22p. 従来型に加え、中核･サテライト型、学区連携型の提示

23p. 外部支援の積極的な受け入れ

マニュアル本編
（素案）
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表紙

イラストの変更
マニュアル全般
キャッチフレーズの変更
災害からいのちと暮らしを守る
地域の支援拠点を目指して

前文

 マニュアル策定の理念
 4つの改定方針

①前マニュアルからの継続
②避難所の質の向上
③多様な避難への対応
④運営の負担軽減

 4つのキーワード
①中核・サテライト避難所
②指定緊急避難場所として

の速やかな開設
③スフィア基準
④在宅避難･分散避難の推奨
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目次（構成）

1 避難所開設・運営の基本方針
2避難から避難所の開設・運営撤収までの流れ

水害・土砂災害の場合 追加
地震の場合
避難所開設〜運営の情報集約の仕組み

3身の安全の確保・避難
4避難所（緊急避難場所）開設準備・開設

（1）準備のための開錠
（2）受入準備
（3）レイアウトづくり
（4）避難者の受付開始

5運営体制づくり
（1）運営協議会の設置
（2）代表者会議の開催
（3）各班の役割

6避難所運営
（1）運営活動のルール 〜 運営に当たって考えておくこと 〜
（2）管理

7安定期以降
巻末付録（防災関係機関等連絡先） 追加

1 避難所開設・運営の基本方針

1. 災害時は、一人一人が自分の“いのち”を守ることを基本とし
ます。大切なのは難を避けること。避難所避難だけでなく、
在宅避難を含む分散避難を適切に選択し、災害時は迷わず避
難することを地域で共有します。

2. 避難所は、地域コミュニティと集まった避難者みんなの協力
による、開設・運営を目指します。

3. 避難所は、在宅避難者をはじめ、すべての地域住民にとって
の支援拠点と考え、支援に取り組みます。

4. スフィア基準や男女共同参画をはじめとした多様な視点をも
とに、様々な人々が運営に携わるすべての人にやさしい避難
所づくりを目指します。
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2 避難から避難所の開設・運営撤収までの流れ

 学区内の避難所一覧の追加

 水害・土砂災害時と地震時の合併タイムラインの追加

 水害・土砂災害の場合追加

3 身の安全の確保・避難

 水害･土砂災害の場合の文章を警戒レベルに応じた内容に改定

4 避難所（緊急避難場所）開設準備・開設

避難所（緊急避難場所）開設の流れ
 水害･土砂災害の場合の文章を警戒レベルに応じた内容

に改定
（1）準備のための開錠
（2）受入準備

 安全点検チェックリストを資料編から移動
（3）レイアウトづくり

 男女のトイレ・更衣室のレイアウトの考え方を変更
 屋外を含む配置図をこの項目に集約、体育館以外で個室

を確保した方が良いスペースの配置等を例示
 【別冊】感染症対策編を統合し、ノロウィルス対策につ

いて追記
（4）避難者の受付開始
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5 運営体制づくり

（1）避難所運営協議会の設置
 負担軽減策、外部支援活用策、男女共同参画の視点等に

ついて、資料編から移動もしくは追記
 体制図に被災者援護協力団体、飼い主の会追記

（2）代表者会議の開催
 中核・サテライト型等複数の避難所を運営する場合の考

え方について追記
（3）各班の役割

①代表者・副代表者の役割
 災害関連死に関する文言追記

②総務班の役割
 避難所運営協議会の体制づくりを追記
 ハラスメント対策と飼い主の会との連携を追記

5 運営体制づくり

③情報広報班の役割
 区・支所対策本部への連絡事項を追記
 情報収集手段について追記
 ICTの活用について追記

④管理班の役割
 避難所のルールの管理について追記
 車中泊の注意喚起について追記
 スフィア基準に基づくトイレの基数について追記
 トイレの工夫と利用注意事項について資料編から移動

⑤保健衛生班の役割
 スフィア基準に基づく入浴機会の確保について追記
 季節による衛生管理について資料編から移動

⑥救護・要配慮者班の役割
 福祉スペース・福祉避難所について移動
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5 運営体制づくり

⑦食料班の役割
 スフィア基準に基づく、食事の質の確保およびキッチン

カー等の派遣について追記
⑧物資班の役割
 避難所へ来ることが難しい在宅避難者等への地域コミュ

ニティ等と連携した情報提供・配給等について追記

6 避難所運営

（1）運営活動のルール 〜 運営に当たって考えておくこと 〜
①視覚障害がある方へのサポートについて追記
③適度な運動、エコノミークラス症候群対策、災害関連死の

予防について追記
⑤ペットは「同行避難」を原則と追記
⑩要配慮者への対応追記
 子どもの居場所づくりのポイントを資料編から移動し、

外部団体との連携について追記
（2）管理

 避難所生活のルールの例示は資料編に移動
 相談体制の確立、こころのケアについて資料編から移動
※ 「福祉避難所・福祉スペース」は、「（3）各班の役

割」へ移動
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7 安定期以降

 避難所の本来機能の早期回復について追記

巻末付録

 防災関係機関等連絡先について資料編から移動し、集約

マニュアル資料編
（素案）
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Q &A

原則、本編に移動、一部は参考資料集に移動する等して、分かり
やすく工夫をした。

以下の資料を追加するとともに、以前の資料についても内容を
見直し、アップグレードした。
ｐ８ ⑥ トイレ用マンホール蓋の開け方
ｐ１２ ⑧ 指定避難所等の運営における責任
ｐ３８ ⑮ 避難所でのペットの受付と管理について
ｐ４４ ⑱ 性的マイノリティ対応

地域展開について
（マニュアル概要版）
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京都市避難所運営マニュアル改定に向けた

第 2回
避難所運営マニュアル改定検討会

ワークショップ

マニュアル手引き
（素案）
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論点① 負担軽減
今回のマニュアル改定は、自主防役員等にとって、
避難所運営の負担軽減につながるか？

論点② 手引き
手引きを用いて、各避難所でのマニュアル改定は、
しっかりと進められるか？

論点③ 本編・資料編
本編、資料編は、各避難所でのマニュアル改定に
向けて、過不足なく、適切な内容となっているか？

ワークショップでの論点


